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     弁護士法人大江橋法律事務所 

弁護士 松本 亮 

2025年1月末に株式市場を襲ったDeep Seek

ショックはまだ記憶に新しい。Deep Seekは中

国語名を「深度求索」と言い、「杭州深度求

索人工智能基礎技術研究有限公司」が開発し

たオープンソースAIである。この会社は2023

年7月17日に設立されたばかりであり、寧波程

恩企業管理諮詢パートナーシップが99％、梁

文峰氏が1％の出資割合を有している。また寧

波程恩企業管理諮詢パートナーシップの

50.1％を梁文峰氏が有しているため、事実上

梁文峰氏が支配している会社だといえる。梁

文峰氏は1985年に広東省湛江市に生まれ、浙

江大学で情報電子工学の学士号と修士号を取

得した今年40歳になったばかりの人物である。

浙江大学は杭州にあり、2025年の世界大学ラ

ンキングでは47位に位置する優秀な大学であ

る。杭州はアリババグループの本拠地がある

などITでも有名な都市である。Deep Seekも

まさにその杭州で生まれたAIである。

このDeep Seekは、アプリをDLしなくても

ブラウザで使用することが可能である。私は

試しにブラウザでDeep Seekを利用してみた。

まず利用前に携帯電話番号かwe chatとの連携

を求められる。私は携帯電話のSMS認証でア

カウントを作成しパスワードを設定して利用

できる状態にした。 

まず中国語で「上海で訪れるべきおススメ

の場所はありますか？」と聞いたところ、も

ちろん中国語で30か所のおススメスポットが

理由とともに紹介された。次に日本語でも同

じ質問をしたところ、日本語で30か所のおス

スメスポットが理由とともに紹介された。ど

うやら中身は全く同じである。しかし日本語

のレベルは非常に高く全く違和感のないもの

となっている。さすがにこれくらいは対応で

きるだろうと予想はしていたが、なかなかの

ものである。

では次に少し難しい質問もしてみようと思

い、「アメリカと中国の関係は今度どうな

る？」と聞いたところ、あくまで現時点の分

析に基づくものであり、今後の国際情勢や国

内事情によって変化する可能性があるという

前提のもとに、6つの観点から双方の立場や問

題点を論じて分析したものが紹介された。具

体的には、①経済的競争と協力、②地政学的

な緊張、③軍事バランス、④国内政治の影響、

⑤国際秩序の再編、⑥リスクと不確実性とセ

ンシティブな問題にも踏み込んだ回答であっ

た。この場で全文を紹介することは割愛する

が、中国国内の政治にも言及があったことに

は驚いた。
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中国AIのDeep Seekの実力やいかに 
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このDeep Seekは中国で最も有名な検索エン

ジンである百度（Baidu）にも標準搭載される 

ようになった。百度（Baidu）は中国の検索エ

ンジンであるため、基本的に中国語での検索

が主流であり、日本語で入力したとしても欲

しい情報が出てこないことが多かった。また

中国語で入力しても、googleやyahooと異なり、

いわゆる広告が上位に出てくるため、本当に

使い勝手が悪い。しかし百度の検索画面に質

問を入力し、AIという場所をクリックすると、

なんとDeep Seekで検索した回答が出てくるよ

うになった。しかも日本語で質問をして、日

本語で回答が欲しいと指定すると、日本語で

回答が得られるのも便利である。例えば

「Deep Seekの公式ホームページのURLを教

えてほしい」と入れると、「Deep Seekの公式

ホームページはこちらです」とURLが紹介さ

れる。これまでの百度（Baidu）の検索結果と

比べると非常に使い勝手がよい。

最後に「Deep SeekとChat GPTはどちらが

優れている？」と聞いたところ、各論はさて

おき、総合評価として以下のような回答が返

ってきた。Deep Seekはお手盛りで高評価して

いる点は否めないなと思いながらも、低コス

トという点は大きなアドバンテージであろう

と思われる。他方でAIに入力したデータは蓄

積されていくであろうことから、Deep Seekの

利用にあたっては十分に注意する必要がある

と思われる。

以上 
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